
　2023 年５月、大将陣公園のすぐ横に、福岡金属興業株式会社が
産業廃棄物焼却施設をつくる計画を表明しました。
　施設予定地は桂川町吉隈であり、計画が表明されて以降、桂川町
議会では「大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業
に関する調査特別委員会」を立ち上げ、情報収集や学習に取り組ん
できました。
　そして、2023 年 12 月、産廃施設が建設されることに問題があ
るとして、県に反対の意見書を送りました。
　また、計画予定地周辺の８行政区では反対署名に取り組み、桂川
町内の全区長も反対の署名を行い、2024 年 7月、町長に提出しま
した。
　2024 年６月本会議で、井上町長も、現在計画されている産廃施
設には絶対反対であると表明しました。
　このように、桂川町では産廃施設ができることに、議会・住民・
町が一体となって反対しているところです。

　この産廃施設建設予定地は、こどもたちが遊ぶ大将陣公園の横で、
飯塚市が新設されたグラウンドゴルフ場の近くです。春には大勢の
市民が桜を楽しむ名所です。飯塚市にとっても、文化づくり・健康
づくりの拠点になっています。
　つきましては、飯塚市議会でも、桂川町と足並みをそろえて、こ
の産廃問題にぜひ取り組んでいただきますよう、お願いいたします。

飯塚市議会議長　江口　徹　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024 年 11 月 26 日
                       　　　   　　　　　　 桂川町議会議長　林　英明

　同様の要望書を飯塚市長にも提出しました。
　飯塚市議会は、すぐに対応され、12月議会で「産業廃棄物焼却施設の建
設計画の中止を求める決議」を全会一致で行い、「産業廃棄物焼却施設の建
設に不許可を求める意見書」を県に提出されました。
　桂川町と飯塚市が足並みをそろえて、産廃問題に取り組んでいくことが
できます。

産廃施設への取り組みに関する要望書

けいせん
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第49号

　

令
和
５
年
度
桂
川
町
一
般
会
計
及
び
特
別
会

計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
、
９
月
４
日
、
９
日
及

び
11
日
の
３
日
間
審
査
し
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
度
普
通
会
計
の
実
質
収
支
は
黒
字

で
し
た
が
、各
種
施
設
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、限
ら
れ
た
財
源
・
資
源
の
中
で
よ
り

効
率
的
・
効
果
的
で
計
画
性
の
あ
る
行
財
政
運

営
を
行
う
よ
う
提
言
し
ま
し
た
。

　

 

認
定
こ
ど
も
園
及
び
用
地（
役
場

 

南
側
）の
現
状
に
つ
い
て

問　
来
年
度
以
降
の
取
り
組
み
は
。

答   （
町
長
）　
調
査
の
結
果
等
で
、

建
設
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

立
て
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面

を
並
行
し
て
進
め
る
。

問　
開
園
予
定
年
度
は
。

答  （
町
長
） 　
で
き
る
だ
け
急
ぎ

た
い
。

問　
近
隣
住
民
へ
の
説
明
は
。

答  （
町
長
）　
適
切
な
時
期
を
考

慮
し
て
説
明
会
を
開
き
た
い
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設

 

組
合
の
新
ご
み
処
理
施
設
建
設

 

の
進
捗
に
つ
い
て

問　
特
別
委
員
会
委
員
（
15
名
中

８
名
）の
連
名
に
よ
る
申
入
書
の
内

容
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
構
成
市

町
で
膨
大
な
事
業
費
に
対
す
る
検

討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
７
月
下

旬
予
定
の
公
募
を
中
止
す
る
よ
う

正
副
組
合
長
に
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

問　
桂
川
町
議
会
へ
の
報
告
は
。

答  （
町
長
）特
に
議
員
へ
の
報
告
は

し
て
い
な
い
が
、
行
政
報
告
は
し
て

き
た
。

問　
地
域
振
興
策
と
し
て
「
温
水

プ
ー
ル
や
温
浴
施
設
等
の
建
設
」

（
21
億
円
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出

て
き
た
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
昨
年
の

１
月
か
ら
２
月
に
か
け
、九
郎
丸
区

と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
区

長
・
副
区
長
及
び
婦
人
会
・
子
ど

も
会
指
導
者
・
老
人
ク
ラ
ブ
等
の

代
表
者
が
参
加
し
、「
プ
ー
ル
や
温

浴
施
設
等
が
あ
れ
ば
」と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
た
の
で
、町
と
し
て
検

討
し
提
案
し
た
。

問　
施
設
の
利
用
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
後
の
管
理
運
営
及
び
費

用
は
。

答  （
町
長
）　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
「
小
・
中
学
校
の
プ
ー
ル
」
や

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」と
の
関
係
は
。

答  （
町
長
） 　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
新
築
・
改
修
、開
設
延
期
等
を

桂
川
町
議
会
と
し
て
決
定
し
た
場
合

は
。

答  （
町
長
） 　
組
合
議
会
の
判
断

に
な
る
。

 

生
ご
み
を
自
宅
で
処
理
す
る

「
生
ご
み
処
理
器
　
キ
エ
ー
ロ
」の

 

取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
こ
と
ぶ
き
大
学
で
の
取
り
組

み
は
。

答  （
教
育
長
）　
検
討
に
値
す
る

と
思
う
。

 

桂
川
駅
構
内
の
環
境
改
善
に
つ
い
て

問　
駅
ホ
ー
ム
で
の
椅
子
の
増
設
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
鉄
道
管

理
者
と
設
置
の
協
議
を
し
た
い
。

 

A
E
D
の
研
修
状
況
に
つ
い
て

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
来
年
度
は
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
入
れ
替
え
時
に
な
る
の
で

実
技
講
習
を
実
施
す
る
予
定
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
職
員
の
定

年
延
長
と
役
職
定
年
に
つ
い
て
」は

未
掲
載

 

特
別
障
が
い
者
手
当
に
つ
い
て

問　
障
が
い
年
金
と
の
違
い
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
障

が
い
者
手
当
は
特
別
障
が
い
者
へ

の
負
担
軽
減
と
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
、
障
が
い
者
年
金
と
は
別
の

制
度
で
あ
り
、両
方
受
給
す
る
こ
と

は
可
能
。

問　
年
齢
制
限
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
20
歳
以

上
。

問　
代
理
人
申
請
の
可
否
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
可
能
。

問　
必
要
書
類
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
県
指
定

の
申
請
用
紙
・
医
師
の
診
断
書
・

所
得
状
況
届
・
預
金
口
座
届
・
障

が
い
者
手
帳
等
・
年
金
証
書
の
写
し
。

問　
支
給
額
と
方
法
は
。

 

幼
保
連
携
型
「
認
定
こ
ど
も
園
」

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
６

年
４
月
時
点
で
１
ヵ
月
２
８
，８
４

０
円
。支
給
方
法
は
、
毎
年
２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
指
定
口
座

に
振
り
込
む
。

 

歩
行
困
難
な
高
齢
者
の
移
動
手
段

 

に
つ
い
て

問　
福
祉
バ
ス
利
用
者
の
年
齢
別

人
数
は
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
年
齢
別

人
数
は
調
査
し
て
い
な
い
。利
用
者

総
数
は
令
和
５
年
度
４
８
，
２
７
２

人
。

問　
地
域
交
通
会
議
に
お
け
る
デ

マ
ン
ド
バ
ス
導
入
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
計
画

期
間
中
（
令
和
６
年
度
か
ら
10
年

度
）に
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

問　
歩
行
困
難
な
高
齢
者
へ
の
タ
ク

シ
ー
助
成
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
町
の
計

画
で
は
、
令
和
９
年
度
の
導
入
を
図

る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
建
て
替
え
建
設
が
持
ち
上
が
っ

た
経
緯
と
年
月
日
は
。

答  

（
保
険
環
境
課
長
）　
ふ
く
お

か
県
央
環
境
広
域
施
設
組
合
設
立

（
平
成
31
年
４
月
１
日
）
以
前
か
ら

協
議
が
さ
れ
て
き
た
と
把
握
は
し

て
い
る
が
、詳
細
な
年
月
日
は
承
知

し
て
い
な
い
。

問　
今
日
ま
で
の
協
議
回
数
と
審

議
内
容
は
。

 

幼
保
連
携
型「
認
定
こ
ど
も
園
」の

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
２
市
１

町
の
担
当
課
長
と
施
設
組
合
で
の

協
議
回
数
は
、
令
和
元
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
ま
で
計
31
回
で
、令
和

６
年
度
は
組
合
議
会
が
２
回
、
特

別
委
員
会
が
５
回
、
正
副
組
合
長

会
議
が
３
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
審
議
内
容
は
、
新
ご
み
処
理
施

設
建
設
に
関
す
る
事
業
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
施
設
整
備
計
画
等
に

関
す
る
こ
と
。

問　
現
時
点
に
お
け
る
建
設
総
額

は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
施
設
の

設
計
・
建
設
費
約
４
４
５
億
円
。

運
営
管
理
費（
20
年
間
）約
３
０
０

億
円
。そ
の
他
（
用
地
取
得
費
・
造

成
費
・
地
域
振
興
費
・
余
熱
利
用

施
設
整
備
費
）等
を
合
計
し
、
約
８

３
０
億
円
が
概
算
事
業
費
の
総
額

と
な
る
。

問　
町
民
へ
の
新
た
な
負
担
増
（
ご

み
袋
）の
有
無
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
住
民
へ
の

新
た
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に

取
り
組
む
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
大
将
陣
横

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」「
子
ど
も

家
庭
庁
と
子
ど
も
基
本
法
に
つ
い

て
」「
自
衛
隊
へ
の
対
象
者
名
簿
の

写
し
提
供
に
つ
い
て
」「
紙
の
健
康
保

険
証
廃
止
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
の
更
新

 

に
つ
い
て

問　
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
は

全
国
で
９
５
０
万
台
。今
後
、
こ
れ

ら
の
端
末
が
順
次
更
新
時
期
を
迎

え
て
い
く
。

　
来
年
度
以
降
、
新
端
末
に
買
い

替
え
が
必
要
な
台
数
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
は
、
現
在
１
，０
５
１
台
を

所
有
し
て
い
る
。

　
来
年
度
以
降
で
買
い
替
え
る
台

数
と
し
て
、
児
童
生
徒
分
・
教
員

分
・
予
備
器
分
を
含
め
全
体
で
１
，

０
４
０
台
程
度
は
必
要
。

問　
端
末
が
適
正
に
処
理
さ
れ
ず

に
不
法
投
棄
や
不
正
な
海
外
輸
出

等
の
社
会
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

や
、デ
ー
タ
消
去
が
適
切
に
実
施
さ

れ
ず
に
個
人
情
報
漏
洩
等
の
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
生
じ
て
は
い

け
な
い
。

　
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
認

識
と
取
り
組
み
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
廃
棄
す

る
端
末
に
つ
い
て
は
、小
型
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
、再
使
用
及

び
再
資
源
化
の
対
応
で
き
る
認
定

事
業
者
へ
の
委
託
を
行
っ
て
い
く
。

　
廃
棄
す
る
端
末
の
デ
ー
タ
は
、記

憶
媒
体
を
物
理
的
破
壊
に
よ
り
完

全
に
デ
ー
タ
削
除
を
行
う
。

　
再
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

専
用
ソ
フ
ト
を
用
い
て
デ
ー
タ
削

除
を
行
っ
た
う
え
で
使
用
し
て
い
き

た
い
。

　
ま
た
、委
託
業
者
か
ら
の
デ
ー
タ

削
除
証
明
書
の
取
得
も
検
討
す
る
。

 

不
審
な
訪
問
等
の
防
犯
に
つ
い
て

問　
町
内
で
手
当
た
り
次
第
に
訪

問
し
「
不
要
な
も
の
あ
り
ま
せ
ん

か
」「
一
緒
に
探
し
ま
し
ょ
う
か
」
な

ど
と
言
っ
て
家
に
上
が
り
こ
も
う

と
す
る
、不
審
な
業
者
が
い
る
と
聞

い
た
。

　
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
広
報

を
し
て
欲
し
い
。ま
た
防
災
無
線
で

呼
び
か
け
れ
ば
即
効
性
も
あ
る
の

で
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
こ
の
件
に
関

し
、
飯
塚
警
察
署
生
活
安
全
課
に

確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、近
隣
自
治
体

で
も
同
じ
よ
う
な
事
案
が
発
生
し

て
い
る
と
の
こ
と
。

　
警
察
か
ら
協
力
依
頼
も
受
け
た

の
で
、防
災
無
線
で
の
注
意
喚
起
を

呼
び
か
け
る
。ま
た
、
飯
塚
警
察
署

に
は
、
町
内
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化

を
依
頼
し
た
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設 

 

組
合（
県
央
）の
新
ご
み
処
理

 

施
設
の
建
設
に
つ
い
て

問　
２
０
２
４
年
、県
央
の
説
明
で

建
設
費
が
３
７
１
億
円
か
か
る
と

聞
き
、
驚
い
た
。桂
川
町
の
年
間
予

算
は
60
数
億
円
な
の
に
。

　
井
上
町
長
は
県
央
の
副
組
合
長

で
執
行
部
。林
議
員
と
下
川
議
員

は
県
央
の
議
員
と
し
て
桂
川
町
か

ら
出
ら
れ
て
い
る
。９
月
、桂
川
町
・

飯
塚
市
・
嘉
麻
市
の
県
央
の
審
議

に
参
加
し
て
い
な
い
議
員
に
対
す

る
説
明
会
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
説
明
で
、３
７
１
億
円
か
か

る
と
言
っ
て
い
た
建
設
費
が
４
４

５
億
円
と
増
加
し
た
。ま
た
、
20
年

間
の
運
営
費
を
含
め
る
と
、約
８
３

０
億
円
か
か
り
、さ
ら
に
は
土
地
取

得
費
・
既
存
施
設
解
体
費
が
必
要

と
説
明
が
あ
っ
た
。

　
県
央
の
執
行
部
で
あ
る
井
上
町

長
が
、８
０
０
億
円
を
超
え
る
こ
と

を
知
っ
た
の
は
、い
つ
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
色
々
な
情
報
が
飛

び
交
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。正
確
に

把
握
で
き
た
の
は
住
民
向
け
チ
ラ

シ
作
成
前
の
原
稿
内
容
に
つ
い
て

協
議
し
た
と
き
。

問　
市
の
財
政
が
も
た
な
い
と

言
っ
て
い
る
嘉
麻
市
・
飯
塚
市
の

議
員
も
い
る
。当
然
、
桂
川
町
も
厳

し
い
。

　
私
は「
大
型
ご
み
焼
き
場
だ
け
な

ら
要
ら
な
い
。資
源
再
生
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
ほ
し
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
観
点
が
必
要
」と
言
い

続
け
て
き
た
。

　
11
月
、ご
み
の
分
別
や
削
減
に
つ

い
て
県
央
に
尋
ね
る
と
、
県
央
は

「
そ
れ
は
市
や
町
が
行
う
こ
と
」
と

言
い
き
っ
た
。

　
ご
み
の
分
別
・
削
減
は
県
央
で

は
な
く
、町
・
市
の
責
任
な
の
か
。

答  （
町
長
） 

ご
み
処
理
の
業
務
そ

の
も
の
は
行
政（
市
・
町
）の
仕
事
、

管
理
・
運
営
は
県
央
の
仕
事
。つ

ま
り
、ご
み
を
搬
入
す
る
ま
で
の
手

立
て
は
市
・
町
の
責
任
、持
ち
込
ん

だ
ご
み
処
理
の
管
理
・
運
営
は
県

央
の
業
務
。

問
　
ご
み
は
分
け
れ
ば
資
源
。ご
み

の
分
別
・
削
減
を
徹
底
す
れ
ば
、

焼
く
ご
み
の
量
は
大
き
く
減
る
。そ

う
す
れ
ば
、８
０
０
億
円
を
超
え
る

大
型
ご
み
焼
き
場
も
必
要
な
い
。住

民
の
意
識
改
革
を
進
め
、ご
み
の
分

別
・
削
減
を
先
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
飯
塚
市
長
・
嘉
麻
市
長
と
話
し

合
い
、早
急
に
進
め
て
ほ
し
い
。こ
の

ま
ま
で
は
、後
世
に「
つ
け
」を
残
す
。

ぜ
ひ
と
も
進
め
て
ほ
し
い
。

答  （
町
長
）　
そ
の
つ
も
り
で
進
め

て
行
き
た
い
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備
事
業

 

に
つ
い
て

問　
王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備

事
業
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
桂
川
駅

周
辺
地
区
を
広
域
交
通
拠
点
と
し

て
の
機
能
を
高
め
、町
の
玄
関
口
と

し
て
の
賑
わ
い
を
感
じ
さ
せ
る
た
め

の
交
流
機
能
を
充
実
さ
せ
る
駅
周

辺
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
王
塚
古
墳
へ
至
る
道
路
は
道
路

環
境
整
備
の
遅
れ
に
よ
り
、地
域
資

源
が
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、

駐
車
場
を
利
用
す
る
車
両
の
生
活

道
路
へ
の
進
入
に
対
し
安
全
性
を

確
保
す
る
。

 

町
道
豆
田
瀬
戸
線
拡
張
計
画

 

に
つ
い
て

問
　
拡
張
計
画
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
町
の
玄

関
口
の
桂
川
駅
と
、国
の
特
別
史
跡

で
主
要
な
観
光
資
源
で
あ
る
王
塚

古
墳
を
結
ぶ
道
路
を
町
の
シ
ン
ボ

ル
ロ
ー
ド
と
し
て
整
備
し
、駅
周
辺

の
活
性
化
に
寄
与
し
た
い
。

 

町
長
の
専
決
処
分
の
委
任
指
定

 

に
つ
い
て

問
　
住
民
の
付
託
及
び
行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
の
た
め
に
協
議
が
必
要

で
は
。

答  （
町
長
）　
専
決
処
分
の
委
任

指
定
に
つ
い
て
課
題
を
抱
え
て
い

る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

　
そ
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
議
会

の
判
断
が
基
本
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
ど
の
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が
よ

い
の
か
、協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

 

桂
苑
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
対

 

す
る
井
上
町
長
の
認
識
に
つ
い
て

問
　
財
政
問
題（
今
後
に
発
生
す
る

費
用
）に
つ
い
て
の
検
討
は
。

答  （
町
長
）　
事
務
局
か
ら
提
案

さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
市
・
町
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。

桂川町議会では、大将陣公園横に計画されている産業廃棄物処理施設に対して、
飯塚市・飯塚市議会も取り組んでいただくよう次の要望書を提出しました。
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大
塚
和
佳
議
員

𠮷
川
紀
代
子
議
員

ピ
ー
フ
ァ
ス

 

認
定
こ
ど
も
園
及
び
用
地（
役
場

 

南
側
）の
現
状
に
つ
い
て

問　
来
年
度
以
降
の
取
り
組
み
は
。

答   （
町
長
）　
調
査
の
結
果
等
で
、

建
設
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

立
て
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面

を
並
行
し
て
進
め
る
。

問　
開
園
予
定
年
度
は
。

答  （
町
長
） 　
で
き
る
だ
け
急
ぎ

た
い
。

問　
近
隣
住
民
へ
の
説
明
は
。

答  （
町
長
）　
適
切
な
時
期
を
考

慮
し
て
説
明
会
を
開
き
た
い
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設

 

組
合
の
新
ご
み
処
理
施
設
建
設

 

の
進
捗
に
つ
い
て

問　
特
別
委
員
会
委
員
（
15
名
中

８
名
）の
連
名
に
よ
る
申
入
書
の
内

容
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
構
成
市

町
で
膨
大
な
事
業
費
に
対
す
る
検

討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
７
月
下

旬
予
定
の
公
募
を
中
止
す
る
よ
う

正
副
組
合
長
に
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

問　
桂
川
町
議
会
へ
の
報
告
は
。

答  （
町
長
）特
に
議
員
へ
の
報
告
は

し
て
い
な
い
が
、
行
政
報
告
は
し
て

き
た
。

問　
地
域
振
興
策
と
し
て
「
温
水

プ
ー
ル
や
温
浴
施
設
等
の
建
設
」

（
21
億
円
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出

て
き
た
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
昨
年
の

１
月
か
ら
２
月
に
か
け
、九
郎
丸
区

と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
区

長
・
副
区
長
及
び
婦
人
会
・
子
ど

も
会
指
導
者
・
老
人
ク
ラ
ブ
等
の

代
表
者
が
参
加
し
、「
プ
ー
ル
や
温

浴
施
設
等
が
あ
れ
ば
」と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
た
の
で
、町
と
し
て
検

討
し
提
案
し
た
。

問　
施
設
の
利
用
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
後
の
管
理
運
営
及
び
費

用
は
。

答  （
町
長
）　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
「
小
・
中
学
校
の
プ
ー
ル
」
や

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」と
の
関
係
は
。

答  （
町
長
） 　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
新
築
・
改
修
、開
設
延
期
等
を

桂
川
町
議
会
と
し
て
決
定
し
た
場
合

は
。

答  （
町
長
） 　
組
合
議
会
の
判
断

に
な
る
。

 
生
ご
み
を
自
宅
で
処
理
す
る

「
生
ご
み
処
理
器
　
キ
エ
ー
ロ
」の

 

取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
こ
と
ぶ
き
大
学
で
の
取
り
組

み
は
。

答  （
教
育
長
）　
検
討
に
値
す
る

と
思
う
。

 

桂
川
駅
構
内
の
環
境
改
善
に
つ
い
て

問　
駅
ホ
ー
ム
で
の
椅
子
の
増
設
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
鉄
道
管

理
者
と
設
置
の
協
議
を
し
た
い
。

 

A
E
D
の
研
修
状
況
に
つ
い
て

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
来
年
度
は
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
入
れ
替
え
時
に
な
る
の
で

実
技
講
習
を
実
施
す
る
予
定
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
職
員
の
定

年
延
長
と
役
職
定
年
に
つ
い
て
」は

未
掲
載

 

特
別
障
が
い
者
手
当
に
つ
い
て

問　
障
が
い
年
金
と
の
違
い
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
障

が
い
者
手
当
は
特
別
障
が
い
者
へ

の
負
担
軽
減
と
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
、
障
が
い
者
年
金
と
は
別
の

制
度
で
あ
り
、両
方
受
給
す
る
こ
と

は
可
能
。

問　
年
齢
制
限
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
20
歳
以

上
。

問　
代
理
人
申
請
の
可
否
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
可
能
。

問　
必
要
書
類
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
県
指
定

の
申
請
用
紙
・
医
師
の
診
断
書
・

所
得
状
況
届
・
預
金
口
座
届
・
障

が
い
者
手
帳
等
・
年
金
証
書
の
写
し
。

問　
支
給
額
と
方
法
は
。

 

幼
保
連
携
型
「
認
定
こ
ど
も
園
」

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
６

年
４
月
時
点
で
１
ヵ
月
２
８
，８
４

０
円
。支
給
方
法
は
、
毎
年
２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
指
定
口
座

に
振
り
込
む
。

 

歩
行
困
難
な
高
齢
者
の
移
動
手
段

 

に
つ
い
て

問　
福
祉
バ
ス
利
用
者
の
年
齢
別

人
数
は
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
年
齢
別

人
数
は
調
査
し
て
い
な
い
。利
用
者

総
数
は
令
和
５
年
度
４
８
，
２
７
２

人
。

問　
地
域
交
通
会
議
に
お
け
る
デ

マ
ン
ド
バ
ス
導
入
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
計
画

期
間
中
（
令
和
６
年
度
か
ら
10
年

度
）に
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

問　
歩
行
困
難
な
高
齢
者
へ
の
タ
ク

シ
ー
助
成
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
町
の
計

画
で
は
、
令
和
９
年
度
の
導
入
を
図

る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
建
て
替
え
建
設
が
持
ち
上
が
っ

た
経
緯
と
年
月
日
は
。

答  

（
保
険
環
境
課
長
）　
ふ
く
お

か
県
央
環
境
広
域
施
設
組
合
設
立

（
平
成
31
年
４
月
１
日
）
以
前
か
ら

協
議
が
さ
れ
て
き
た
と
把
握
は
し

て
い
る
が
、詳
細
な
年
月
日
は
承
知

し
て
い
な
い
。

問　
今
日
ま
で
の
協
議
回
数
と
審

議
内
容
は
。

 

幼
保
連
携
型「
認
定
こ
ど
も
園
」の

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
２
市
１

町
の
担
当
課
長
と
施
設
組
合
で
の

協
議
回
数
は
、
令
和
元
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
ま
で
計
31
回
で
、令
和

６
年
度
は
組
合
議
会
が
２
回
、
特

別
委
員
会
が
５
回
、
正
副
組
合
長

会
議
が
３
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
審
議
内
容
は
、
新
ご
み
処
理
施

設
建
設
に
関
す
る
事
業
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
施
設
整
備
計
画
等
に

関
す
る
こ
と
。

問　
現
時
点
に
お
け
る
建
設
総
額

は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
施
設
の

設
計
・
建
設
費
約
４
４
５
億
円
。

運
営
管
理
費（
20
年
間
）約
３
０
０

億
円
。そ
の
他
（
用
地
取
得
費
・
造

成
費
・
地
域
振
興
費
・
余
熱
利
用

施
設
整
備
費
）等
を
合
計
し
、
約
８

３
０
億
円
が
概
算
事
業
費
の
総
額

と
な
る
。

問　
町
民
へ
の
新
た
な
負
担
増
（
ご

み
袋
）の
有
無
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
住
民
へ
の

新
た
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に

取
り
組
む
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
大
将
陣
横

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」「
子
ど
も

家
庭
庁
と
子
ど
も
基
本
法
に
つ
い

て
」「
自
衛
隊
へ
の
対
象
者
名
簿
の

写
し
提
供
に
つ
い
て
」「
紙
の
健
康
保

険
証
廃
止
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
の
更
新

 

に
つ
い
て

問　
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
は

全
国
で
９
５
０
万
台
。今
後
、
こ
れ

ら
の
端
末
が
順
次
更
新
時
期
を
迎

え
て
い
く
。

　
来
年
度
以
降
、
新
端
末
に
買
い

替
え
が
必
要
な
台
数
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
は
、
現
在
１
，０
５
１
台
を

所
有
し
て
い
る
。

　
来
年
度
以
降
で
買
い
替
え
る
台

数
と
し
て
、
児
童
生
徒
分
・
教
員

分
・
予
備
器
分
を
含
め
全
体
で
１
，

０
４
０
台
程
度
は
必
要
。

問　
端
末
が
適
正
に
処
理
さ
れ
ず

に
不
法
投
棄
や
不
正
な
海
外
輸
出

等
の
社
会
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

や
、デ
ー
タ
消
去
が
適
切
に
実
施
さ

れ
ず
に
個
人
情
報
漏
洩
等
の
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
生
じ
て
は
い

け
な
い
。

　
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
認

識
と
取
り
組
み
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
廃
棄
す

る
端
末
に
つ
い
て
は
、小
型
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
、再
使
用
及

び
再
資
源
化
の
対
応
で
き
る
認
定

事
業
者
へ
の
委
託
を
行
っ
て
い
く
。

　
廃
棄
す
る
端
末
の
デ
ー
タ
は
、記

憶
媒
体
を
物
理
的
破
壊
に
よ
り
完

全
に
デ
ー
タ
削
除
を
行
う
。

　
再
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

専
用
ソ
フ
ト
を
用
い
て
デ
ー
タ
削

除
を
行
っ
た
う
え
で
使
用
し
て
い
き

た
い
。

　
ま
た
、委
託
業
者
か
ら
の
デ
ー
タ

削
除
証
明
書
の
取
得
も
検
討
す
る
。

 

不
審
な
訪
問
等
の
防
犯
に
つ
い
て

問　
町
内
で
手
当
た
り
次
第
に
訪

問
し
「
不
要
な
も
の
あ
り
ま
せ
ん

か
」「
一
緒
に
探
し
ま
し
ょ
う
か
」
な

ど
と
言
っ
て
家
に
上
が
り
こ
も
う

と
す
る
、不
審
な
業
者
が
い
る
と
聞

い
た
。

　
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
広
報

を
し
て
欲
し
い
。ま
た
防
災
無
線
で

呼
び
か
け
れ
ば
即
効
性
も
あ
る
の

で
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
こ
の
件
に
関

し
、
飯
塚
警
察
署
生
活
安
全
課
に

確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、近
隣
自
治
体

で
も
同
じ
よ
う
な
事
案
が
発
生
し

て
い
る
と
の
こ
と
。

　
警
察
か
ら
協
力
依
頼
も
受
け
た

の
で
、防
災
無
線
で
の
注
意
喚
起
を

呼
び
か
け
る
。ま
た
、
飯
塚
警
察
署

に
は
、
町
内
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化

を
依
頼
し
た
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設 

 

組
合（
県
央
）の
新
ご
み
処
理

 

施
設
の
建
設
に
つ
い
て

問　
２
０
２
４
年
、県
央
の
説
明
で

建
設
費
が
３
７
１
億
円
か
か
る
と

聞
き
、
驚
い
た
。桂
川
町
の
年
間
予

算
は
60
数
億
円
な
の
に
。

　
井
上
町
長
は
県
央
の
副
組
合
長

で
執
行
部
。林
議
員
と
下
川
議
員

は
県
央
の
議
員
と
し
て
桂
川
町
か

ら
出
ら
れ
て
い
る
。９
月
、桂
川
町
・

飯
塚
市
・
嘉
麻
市
の
県
央
の
審
議

に
参
加
し
て
い
な
い
議
員
に
対
す

る
説
明
会
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
説
明
で
、３
７
１
億
円
か
か

る
と
言
っ
て
い
た
建
設
費
が
４
４

５
億
円
と
増
加
し
た
。ま
た
、
20
年

間
の
運
営
費
を
含
め
る
と
、約
８
３

０
億
円
か
か
り
、さ
ら
に
は
土
地
取

得
費
・
既
存
施
設
解
体
費
が
必
要

と
説
明
が
あ
っ
た
。

　
県
央
の
執
行
部
で
あ
る
井
上
町

長
が
、８
０
０
億
円
を
超
え
る
こ
と

を
知
っ
た
の
は
、い
つ
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
色
々
な
情
報
が
飛

び
交
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。正
確
に

把
握
で
き
た
の
は
住
民
向
け
チ
ラ

シ
作
成
前
の
原
稿
内
容
に
つ
い
て

協
議
し
た
と
き
。

問　
市
の
財
政
が
も
た
な
い
と

言
っ
て
い
る
嘉
麻
市
・
飯
塚
市
の

議
員
も
い
る
。当
然
、
桂
川
町
も
厳

し
い
。

　
私
は「
大
型
ご
み
焼
き
場
だ
け
な

ら
要
ら
な
い
。資
源
再
生
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
ほ
し
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
観
点
が
必
要
」と
言
い

続
け
て
き
た
。

　
11
月
、ご
み
の
分
別
や
削
減
に
つ

い
て
県
央
に
尋
ね
る
と
、
県
央
は

「
そ
れ
は
市
や
町
が
行
う
こ
と
」
と

言
い
き
っ
た
。

　
ご
み
の
分
別
・
削
減
は
県
央
で

は
な
く
、町
・
市
の
責
任
な
の
か
。

答  （
町
長
） 

ご
み
処
理
の
業
務
そ

の
も
の
は
行
政（
市
・
町
）の
仕
事
、

管
理
・
運
営
は
県
央
の
仕
事
。つ

ま
り
、ご
み
を
搬
入
す
る
ま
で
の
手

立
て
は
市
・
町
の
責
任
、持
ち
込
ん

だ
ご
み
処
理
の
管
理
・
運
営
は
県

央
の
業
務
。

問
　
ご
み
は
分
け
れ
ば
資
源
。ご
み

の
分
別
・
削
減
を
徹
底
す
れ
ば
、

焼
く
ご
み
の
量
は
大
き
く
減
る
。そ

う
す
れ
ば
、８
０
０
億
円
を
超
え
る

大
型
ご
み
焼
き
場
も
必
要
な
い
。住

民
の
意
識
改
革
を
進
め
、ご
み
の
分

別
・
削
減
を
先
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
飯
塚
市
長
・
嘉
麻
市
長
と
話
し

合
い
、早
急
に
進
め
て
ほ
し
い
。こ
の

ま
ま
で
は
、後
世
に「
つ
け
」を
残
す
。

ぜ
ひ
と
も
進
め
て
ほ
し
い
。

答  （
町
長
）　
そ
の
つ
も
り
で
進
め

て
行
き
た
い
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備
事
業

 

に
つ
い
て

問　
王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備

事
業
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
桂
川
駅

周
辺
地
区
を
広
域
交
通
拠
点
と
し

て
の
機
能
を
高
め
、町
の
玄
関
口
と

し
て
の
賑
わ
い
を
感
じ
さ
せ
る
た
め

の
交
流
機
能
を
充
実
さ
せ
る
駅
周

辺
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
王
塚
古
墳
へ
至
る
道
路
は
道
路

環
境
整
備
の
遅
れ
に
よ
り
、地
域
資

源
が
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、

駐
車
場
を
利
用
す
る
車
両
の
生
活

道
路
へ
の
進
入
に
対
し
安
全
性
を

確
保
す
る
。

 

町
道
豆
田
瀬
戸
線
拡
張
計
画

 

に
つ
い
て

問
　
拡
張
計
画
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
町
の
玄

関
口
の
桂
川
駅
と
、国
の
特
別
史
跡

で
主
要
な
観
光
資
源
で
あ
る
王
塚

古
墳
を
結
ぶ
道
路
を
町
の
シ
ン
ボ

ル
ロ
ー
ド
と
し
て
整
備
し
、駅
周
辺

の
活
性
化
に
寄
与
し
た
い
。

 

町
長
の
専
決
処
分
の
委
任
指
定

 

に
つ
い
て

問
　
住
民
の
付
託
及
び
行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
の
た
め
に
協
議
が
必
要

で
は
。

答  （
町
長
）　
専
決
処
分
の
委
任

指
定
に
つ
い
て
課
題
を
抱
え
て
い

る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

　
そ
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
議
会

の
判
断
が
基
本
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
ど
の
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が
よ

い
の
か
、協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

 

桂
苑
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
対

 

す
る
井
上
町
長
の
認
識
に
つ
い
て

問
　
財
政
問
題（
今
後
に
発
生
す
る

費
用
）に
つ
い
て
の
検
討
は
。

答  （
町
長
）　
事
務
局
か
ら
提
案

さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
市
・
町
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。
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（
12
月
定
例
会 

）

一
般
質
問



杉
村
明
彦
議
員

 

認
定
こ
ど
も
園
及
び
用
地（
役
場

 

南
側
）の
現
状
に
つ
い
て

問　
来
年
度
以
降
の
取
り
組
み
は
。

答   （
町
長
）　
調
査
の
結
果
等
で
、

建
設
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

立
て
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面

を
並
行
し
て
進
め
る
。

問　
開
園
予
定
年
度
は
。

答  （
町
長
） 　
で
き
る
だ
け
急
ぎ

た
い
。

問　
近
隣
住
民
へ
の
説
明
は
。

答  （
町
長
）　
適
切
な
時
期
を
考

慮
し
て
説
明
会
を
開
き
た
い
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設

 

組
合
の
新
ご
み
処
理
施
設
建
設

 

の
進
捗
に
つ
い
て

問　
特
別
委
員
会
委
員
（
15
名
中

８
名
）の
連
名
に
よ
る
申
入
書
の
内

容
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
構
成
市

町
で
膨
大
な
事
業
費
に
対
す
る
検

討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
７
月
下

旬
予
定
の
公
募
を
中
止
す
る
よ
う

正
副
組
合
長
に
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

問　
桂
川
町
議
会
へ
の
報
告
は
。

答  （
町
長
）特
に
議
員
へ
の
報
告
は

し
て
い
な
い
が
、
行
政
報
告
は
し
て

き
た
。

問　
地
域
振
興
策
と
し
て
「
温
水

プ
ー
ル
や
温
浴
施
設
等
の
建
設
」

（
21
億
円
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出

て
き
た
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
昨
年
の

１
月
か
ら
２
月
に
か
け
、九
郎
丸
区

と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
区

長
・
副
区
長
及
び
婦
人
会
・
子
ど

も
会
指
導
者
・
老
人
ク
ラ
ブ
等
の

代
表
者
が
参
加
し
、「
プ
ー
ル
や
温

浴
施
設
等
が
あ
れ
ば
」と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
た
の
で
、町
と
し
て
検

討
し
提
案
し
た
。

問　
施
設
の
利
用
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
後
の
管
理
運
営
及
び
費

用
は
。

答  （
町
長
）　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
「
小
・
中
学
校
の
プ
ー
ル
」
や

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」と
の
関
係
は
。

答  （
町
長
） 　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
新
築
・
改
修
、開
設
延
期
等
を

桂
川
町
議
会
と
し
て
決
定
し
た
場
合

は
。

答  （
町
長
） 　
組
合
議
会
の
判
断

に
な
る
。

 

生
ご
み
を
自
宅
で
処
理
す
る

「
生
ご
み
処
理
器
　
キ
エ
ー
ロ
」の

 

取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
こ
と
ぶ
き
大
学
で
の
取
り
組

み
は
。

答  （
教
育
長
）　
検
討
に
値
す
る

と
思
う
。

 

桂
川
駅
構
内
の
環
境
改
善
に
つ
い
て

問　
駅
ホ
ー
ム
で
の
椅
子
の
増
設
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
鉄
道
管

理
者
と
設
置
の
協
議
を
し
た
い
。

 

A
E
D
の
研
修
状
況
に
つ
い
て

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
来
年
度
は
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
入
れ
替
え
時
に
な
る
の
で

実
技
講
習
を
実
施
す
る
予
定
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
職
員
の
定

年
延
長
と
役
職
定
年
に
つ
い
て
」は

未
掲
載

 

特
別
障
が
い
者
手
当
に
つ
い
て

問　
障
が
い
年
金
と
の
違
い
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
障

が
い
者
手
当
は
特
別
障
が
い
者
へ

の
負
担
軽
減
と
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
、
障
が
い
者
年
金
と
は
別
の

制
度
で
あ
り
、両
方
受
給
す
る
こ
と

は
可
能
。

問　
年
齢
制
限
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
20
歳
以

上
。

問　
代
理
人
申
請
の
可
否
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
可
能
。

問　
必
要
書
類
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
県
指
定

の
申
請
用
紙
・
医
師
の
診
断
書
・

所
得
状
況
届
・
預
金
口
座
届
・
障

が
い
者
手
帳
等
・
年
金
証
書
の
写
し
。

問　
支
給
額
と
方
法
は
。

 

幼
保
連
携
型
「
認
定
こ
ど
も
園
」

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
６

年
４
月
時
点
で
１
ヵ
月
２
８
，８
４

０
円
。支
給
方
法
は
、
毎
年
２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
指
定
口
座

に
振
り
込
む
。

 

歩
行
困
難
な
高
齢
者
の
移
動
手
段

 

に
つ
い
て

問　
福
祉
バ
ス
利
用
者
の
年
齢
別

人
数
は
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
年
齢
別

人
数
は
調
査
し
て
い
な
い
。利
用
者

総
数
は
令
和
５
年
度
４
８
，
２
７
２

人
。

問　
地
域
交
通
会
議
に
お
け
る
デ

マ
ン
ド
バ
ス
導
入
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
計
画

期
間
中
（
令
和
６
年
度
か
ら
10
年

度
）に
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

問　
歩
行
困
難
な
高
齢
者
へ
の
タ
ク

シ
ー
助
成
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
町
の
計

画
で
は
、
令
和
９
年
度
の
導
入
を
図

る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
建
て
替
え
建
設
が
持
ち
上
が
っ

た
経
緯
と
年
月
日
は
。

答  

（
保
険
環
境
課
長
）　
ふ
く
お

か
県
央
環
境
広
域
施
設
組
合
設
立

（
平
成
31
年
４
月
１
日
）
以
前
か
ら

協
議
が
さ
れ
て
き
た
と
把
握
は
し

て
い
る
が
、詳
細
な
年
月
日
は
承
知

し
て
い
な
い
。

問　
今
日
ま
で
の
協
議
回
数
と
審

議
内
容
は
。

 

幼
保
連
携
型「
認
定
こ
ど
も
園
」の

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
２
市
１

町
の
担
当
課
長
と
施
設
組
合
で
の

協
議
回
数
は
、
令
和
元
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
ま
で
計
31
回
で
、令
和

６
年
度
は
組
合
議
会
が
２
回
、
特

別
委
員
会
が
５
回
、
正
副
組
合
長

会
議
が
３
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
審
議
内
容
は
、
新
ご
み
処
理
施

設
建
設
に
関
す
る
事
業
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
施
設
整
備
計
画
等
に

関
す
る
こ
と
。

問　
現
時
点
に
お
け
る
建
設
総
額

は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
施
設
の

設
計
・
建
設
費
約
４
４
５
億
円
。

運
営
管
理
費（
20
年
間
）約
３
０
０

億
円
。そ
の
他
（
用
地
取
得
費
・
造

成
費
・
地
域
振
興
費
・
余
熱
利
用

施
設
整
備
費
）等
を
合
計
し
、
約
８

３
０
億
円
が
概
算
事
業
費
の
総
額

と
な
る
。

問　
町
民
へ
の
新
た
な
負
担
増
（
ご

み
袋
）の
有
無
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
住
民
へ
の

新
た
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に

取
り
組
む
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
大
将
陣
横

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」「
子
ど
も

家
庭
庁
と
子
ど
も
基
本
法
に
つ
い

て
」「
自
衛
隊
へ
の
対
象
者
名
簿
の

写
し
提
供
に
つ
い
て
」「
紙
の
健
康
保

険
証
廃
止
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
の
更
新

 

に
つ
い
て

問　
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
は

全
国
で
９
５
０
万
台
。今
後
、
こ
れ

ら
の
端
末
が
順
次
更
新
時
期
を
迎

え
て
い
く
。

　
来
年
度
以
降
、
新
端
末
に
買
い

替
え
が
必
要
な
台
数
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
は
、
現
在
１
，０
５
１
台
を

所
有
し
て
い
る
。

　
来
年
度
以
降
で
買
い
替
え
る
台

数
と
し
て
、
児
童
生
徒
分
・
教
員

分
・
予
備
器
分
を
含
め
全
体
で
１
，

０
４
０
台
程
度
は
必
要
。

問　
端
末
が
適
正
に
処
理
さ
れ
ず

に
不
法
投
棄
や
不
正
な
海
外
輸
出

等
の
社
会
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

や
、デ
ー
タ
消
去
が
適
切
に
実
施
さ

れ
ず
に
個
人
情
報
漏
洩
等
の
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
生
じ
て
は
い

け
な
い
。

　
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
認

識
と
取
り
組
み
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
廃
棄
す

る
端
末
に
つ
い
て
は
、小
型
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
、再
使
用
及

び
再
資
源
化
の
対
応
で
き
る
認
定

事
業
者
へ
の
委
託
を
行
っ
て
い
く
。

　
廃
棄
す
る
端
末
の
デ
ー
タ
は
、記

憶
媒
体
を
物
理
的
破
壊
に
よ
り
完

全
に
デ
ー
タ
削
除
を
行
う
。

　
再
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

専
用
ソ
フ
ト
を
用
い
て
デ
ー
タ
削

除
を
行
っ
た
う
え
で
使
用
し
て
い
き

た
い
。

　
ま
た
、委
託
業
者
か
ら
の
デ
ー
タ

削
除
証
明
書
の
取
得
も
検
討
す
る
。

 

不
審
な
訪
問
等
の
防
犯
に
つ
い
て

問　
町
内
で
手
当
た
り
次
第
に
訪

問
し
「
不
要
な
も
の
あ
り
ま
せ
ん

か
」「
一
緒
に
探
し
ま
し
ょ
う
か
」
な

ど
と
言
っ
て
家
に
上
が
り
こ
も
う

と
す
る
、不
審
な
業
者
が
い
る
と
聞

い
た
。

　
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
広
報

を
し
て
欲
し
い
。ま
た
防
災
無
線
で

呼
び
か
け
れ
ば
即
効
性
も
あ
る
の

で
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
こ
の
件
に
関

し
、
飯
塚
警
察
署
生
活
安
全
課
に

確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、近
隣
自
治
体

で
も
同
じ
よ
う
な
事
案
が
発
生
し

て
い
る
と
の
こ
と
。

　
警
察
か
ら
協
力
依
頼
も
受
け
た

の
で
、防
災
無
線
で
の
注
意
喚
起
を

呼
び
か
け
る
。ま
た
、
飯
塚
警
察
署

に
は
、
町
内
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化

を
依
頼
し
た
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設 

 

組
合（
県
央
）の
新
ご
み
処
理

 

施
設
の
建
設
に
つ
い
て

問　
２
０
２
４
年
、県
央
の
説
明
で

建
設
費
が
３
７
１
億
円
か
か
る
と

聞
き
、
驚
い
た
。桂
川
町
の
年
間
予

算
は
60
数
億
円
な
の
に
。

　
井
上
町
長
は
県
央
の
副
組
合
長

で
執
行
部
。林
議
員
と
下
川
議
員

は
県
央
の
議
員
と
し
て
桂
川
町
か

ら
出
ら
れ
て
い
る
。９
月
、桂
川
町
・

飯
塚
市
・
嘉
麻
市
の
県
央
の
審
議

に
参
加
し
て
い
な
い
議
員
に
対
す

る
説
明
会
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
説
明
で
、３
７
１
億
円
か
か

る
と
言
っ
て
い
た
建
設
費
が
４
４

５
億
円
と
増
加
し
た
。ま
た
、
20
年

間
の
運
営
費
を
含
め
る
と
、約
８
３

０
億
円
か
か
り
、さ
ら
に
は
土
地
取

得
費
・
既
存
施
設
解
体
費
が
必
要

と
説
明
が
あ
っ
た
。

　
県
央
の
執
行
部
で
あ
る
井
上
町

長
が
、８
０
０
億
円
を
超
え
る
こ
と

を
知
っ
た
の
は
、い
つ
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
色
々
な
情
報
が
飛

び
交
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。正
確
に

把
握
で
き
た
の
は
住
民
向
け
チ
ラ

シ
作
成
前
の
原
稿
内
容
に
つ
い
て

協
議
し
た
と
き
。

問　
市
の
財
政
が
も
た
な
い
と

言
っ
て
い
る
嘉
麻
市
・
飯
塚
市
の

議
員
も
い
る
。当
然
、
桂
川
町
も
厳

し
い
。

　
私
は「
大
型
ご
み
焼
き
場
だ
け
な

ら
要
ら
な
い
。資
源
再
生
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
ほ
し
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
観
点
が
必
要
」と
言
い

続
け
て
き
た
。

　
11
月
、ご
み
の
分
別
や
削
減
に
つ

い
て
県
央
に
尋
ね
る
と
、
県
央
は

「
そ
れ
は
市
や
町
が
行
う
こ
と
」
と

言
い
き
っ
た
。

　
ご
み
の
分
別
・
削
減
は
県
央
で

は
な
く
、町
・
市
の
責
任
な
の
か
。

答  （
町
長
） 

ご
み
処
理
の
業
務
そ

の
も
の
は
行
政（
市
・
町
）の
仕
事
、

管
理
・
運
営
は
県
央
の
仕
事
。つ

ま
り
、ご
み
を
搬
入
す
る
ま
で
の
手

立
て
は
市
・
町
の
責
任
、持
ち
込
ん

だ
ご
み
処
理
の
管
理
・
運
営
は
県

央
の
業
務
。

問
　
ご
み
は
分
け
れ
ば
資
源
。ご
み

の
分
別
・
削
減
を
徹
底
す
れ
ば
、

焼
く
ご
み
の
量
は
大
き
く
減
る
。そ

う
す
れ
ば
、８
０
０
億
円
を
超
え
る

大
型
ご
み
焼
き
場
も
必
要
な
い
。住

民
の
意
識
改
革
を
進
め
、ご
み
の
分

別
・
削
減
を
先
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
飯
塚
市
長
・
嘉
麻
市
長
と
話
し

合
い
、早
急
に
進
め
て
ほ
し
い
。こ
の

ま
ま
で
は
、後
世
に「
つ
け
」を
残
す
。

ぜ
ひ
と
も
進
め
て
ほ
し
い
。

答  （
町
長
）　
そ
の
つ
も
り
で
進
め

て
行
き
た
い
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備
事
業

 

に
つ
い
て

問　
王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備

事
業
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
桂
川
駅

周
辺
地
区
を
広
域
交
通
拠
点
と
し

て
の
機
能
を
高
め
、町
の
玄
関
口
と

し
て
の
賑
わ
い
を
感
じ
さ
せ
る
た
め

の
交
流
機
能
を
充
実
さ
せ
る
駅
周

辺
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
王
塚
古
墳
へ
至
る
道
路
は
道
路

環
境
整
備
の
遅
れ
に
よ
り
、地
域
資

源
が
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、

駐
車
場
を
利
用
す
る
車
両
の
生
活

道
路
へ
の
進
入
に
対
し
安
全
性
を

確
保
す
る
。

 

町
道
豆
田
瀬
戸
線
拡
張
計
画

 

に
つ
い
て

問
　
拡
張
計
画
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
町
の
玄

関
口
の
桂
川
駅
と
、国
の
特
別
史
跡

で
主
要
な
観
光
資
源
で
あ
る
王
塚

古
墳
を
結
ぶ
道
路
を
町
の
シ
ン
ボ

ル
ロ
ー
ド
と
し
て
整
備
し
、駅
周
辺

の
活
性
化
に
寄
与
し
た
い
。

 

町
長
の
専
決
処
分
の
委
任
指
定

 

に
つ
い
て

問
　
住
民
の
付
託
及
び
行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
の
た
め
に
協
議
が
必
要

で
は
。

答  （
町
長
）　
専
決
処
分
の
委
任

指
定
に
つ
い
て
課
題
を
抱
え
て
い

る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

　
そ
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
議
会

の
判
断
が
基
本
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
ど
の
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が
よ

い
の
か
、協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

 

桂
苑
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
対

 

す
る
井
上
町
長
の
認
識
に
つ
い
て

問
　
財
政
問
題（
今
後
に
発
生
す
る

費
用
）に
つ
い
て
の
検
討
は
。

答  （
町
長
）　
事
務
局
か
ら
提
案

さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
市
・
町
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。
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柴
田
正
彦
議
員

 

認
定
こ
ど
も
園
及
び
用
地（
役
場

 

南
側
）の
現
状
に
つ
い
て

問　
来
年
度
以
降
の
取
り
組
み
は
。

答   （
町
長
）　
調
査
の
結
果
等
で
、

建
設
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

立
て
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面

を
並
行
し
て
進
め
る
。

問　
開
園
予
定
年
度
は
。

答  （
町
長
） 　
で
き
る
だ
け
急
ぎ

た
い
。

問　
近
隣
住
民
へ
の
説
明
は
。

答  （
町
長
）　
適
切
な
時
期
を
考

慮
し
て
説
明
会
を
開
き
た
い
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設

 

組
合
の
新
ご
み
処
理
施
設
建
設

 

の
進
捗
に
つ
い
て

問　
特
別
委
員
会
委
員
（
15
名
中

８
名
）の
連
名
に
よ
る
申
入
書
の
内

容
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
構
成
市

町
で
膨
大
な
事
業
費
に
対
す
る
検

討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
７
月
下

旬
予
定
の
公
募
を
中
止
す
る
よ
う

正
副
組
合
長
に
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

問　
桂
川
町
議
会
へ
の
報
告
は
。

答  （
町
長
）特
に
議
員
へ
の
報
告
は

し
て
い
な
い
が
、
行
政
報
告
は
し
て

き
た
。

問　
地
域
振
興
策
と
し
て
「
温
水

プ
ー
ル
や
温
浴
施
設
等
の
建
設
」

（
21
億
円
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出

て
き
た
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
昨
年
の

１
月
か
ら
２
月
に
か
け
、九
郎
丸
区

と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
区

長
・
副
区
長
及
び
婦
人
会
・
子
ど

も
会
指
導
者
・
老
人
ク
ラ
ブ
等
の

代
表
者
が
参
加
し
、「
プ
ー
ル
や
温

浴
施
設
等
が
あ
れ
ば
」と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
た
の
で
、町
と
し
て
検

討
し
提
案
し
た
。

問　
施
設
の
利
用
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
後
の
管
理
運
営
及
び
費

用
は
。

答  （
町
長
）　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
「
小
・
中
学
校
の
プ
ー
ル
」
や

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」と
の
関
係
は
。

答  （
町
長
） 　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
新
築
・
改
修
、開
設
延
期
等
を

桂
川
町
議
会
と
し
て
決
定
し
た
場
合

は
。

答  （
町
長
） 　
組
合
議
会
の
判
断

に
な
る
。

 

生
ご
み
を
自
宅
で
処
理
す
る

「
生
ご
み
処
理
器
　
キ
エ
ー
ロ
」の

 

取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
こ
と
ぶ
き
大
学
で
の
取
り
組

み
は
。

答  （
教
育
長
）　
検
討
に
値
す
る

と
思
う
。

 

桂
川
駅
構
内
の
環
境
改
善
に
つ
い
て

問　
駅
ホ
ー
ム
で
の
椅
子
の
増
設
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
鉄
道
管

理
者
と
設
置
の
協
議
を
し
た
い
。

 

A
E
D
の
研
修
状
況
に
つ
い
て

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
来
年
度
は
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
入
れ
替
え
時
に
な
る
の
で

実
技
講
習
を
実
施
す
る
予
定
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
職
員
の
定

年
延
長
と
役
職
定
年
に
つ
い
て
」は

未
掲
載

 

特
別
障
が
い
者
手
当
に
つ
い
て

問　
障
が
い
年
金
と
の
違
い
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
障

が
い
者
手
当
は
特
別
障
が
い
者
へ

の
負
担
軽
減
と
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
、
障
が
い
者
年
金
と
は
別
の

制
度
で
あ
り
、両
方
受
給
す
る
こ
と

は
可
能
。

問　
年
齢
制
限
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
20
歳
以

上
。

問　
代
理
人
申
請
の
可
否
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
可
能
。

問　
必
要
書
類
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
県
指
定

の
申
請
用
紙
・
医
師
の
診
断
書
・

所
得
状
況
届
・
預
金
口
座
届
・
障

が
い
者
手
帳
等
・
年
金
証
書
の
写
し
。

問　
支
給
額
と
方
法
は
。

 

幼
保
連
携
型
「
認
定
こ
ど
も
園
」

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
６

年
４
月
時
点
で
１
ヵ
月
２
８
，８
４

０
円
。支
給
方
法
は
、
毎
年
２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
指
定
口
座

に
振
り
込
む
。

 

歩
行
困
難
な
高
齢
者
の
移
動
手
段

 

に
つ
い
て

問　
福
祉
バ
ス
利
用
者
の
年
齢
別

人
数
は
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
年
齢
別

人
数
は
調
査
し
て
い
な
い
。利
用
者

総
数
は
令
和
５
年
度
４
８
，
２
７
２

人
。

問　
地
域
交
通
会
議
に
お
け
る
デ

マ
ン
ド
バ
ス
導
入
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
計
画

期
間
中
（
令
和
６
年
度
か
ら
10
年

度
）に
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

問　
歩
行
困
難
な
高
齢
者
へ
の
タ
ク

シ
ー
助
成
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
町
の
計

画
で
は
、
令
和
９
年
度
の
導
入
を
図

る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
建
て
替
え
建
設
が
持
ち
上
が
っ

た
経
緯
と
年
月
日
は
。

答  

（
保
険
環
境
課
長
）　
ふ
く
お

か
県
央
環
境
広
域
施
設
組
合
設
立

（
平
成
31
年
４
月
１
日
）
以
前
か
ら

協
議
が
さ
れ
て
き
た
と
把
握
は
し

て
い
る
が
、詳
細
な
年
月
日
は
承
知

し
て
い
な
い
。

問　
今
日
ま
で
の
協
議
回
数
と
審

議
内
容
は
。

 

幼
保
連
携
型「
認
定
こ
ど
も
園
」の

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
２
市
１

町
の
担
当
課
長
と
施
設
組
合
で
の

協
議
回
数
は
、
令
和
元
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
ま
で
計
31
回
で
、令
和

６
年
度
は
組
合
議
会
が
２
回
、
特

別
委
員
会
が
５
回
、
正
副
組
合
長

会
議
が
３
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
審
議
内
容
は
、
新
ご
み
処
理
施

設
建
設
に
関
す
る
事
業
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
施
設
整
備
計
画
等
に

関
す
る
こ
と
。

問　
現
時
点
に
お
け
る
建
設
総
額

は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
施
設
の

設
計
・
建
設
費
約
４
４
５
億
円
。

運
営
管
理
費（
20
年
間
）約
３
０
０

億
円
。そ
の
他
（
用
地
取
得
費
・
造

成
費
・
地
域
振
興
費
・
余
熱
利
用

施
設
整
備
費
）等
を
合
計
し
、
約
８

３
０
億
円
が
概
算
事
業
費
の
総
額

と
な
る
。

問　
町
民
へ
の
新
た
な
負
担
増
（
ご

み
袋
）の
有
無
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
住
民
へ
の

新
た
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に

取
り
組
む
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
大
将
陣
横

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」「
子
ど
も

家
庭
庁
と
子
ど
も
基
本
法
に
つ
い

て
」「
自
衛
隊
へ
の
対
象
者
名
簿
の

写
し
提
供
に
つ
い
て
」「
紙
の
健
康
保

険
証
廃
止
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
の
更
新

 

に
つ
い
て

問　
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
は

全
国
で
９
５
０
万
台
。今
後
、
こ
れ

ら
の
端
末
が
順
次
更
新
時
期
を
迎

え
て
い
く
。

　
来
年
度
以
降
、
新
端
末
に
買
い

替
え
が
必
要
な
台
数
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
は
、
現
在
１
，０
５
１
台
を

所
有
し
て
い
る
。

　
来
年
度
以
降
で
買
い
替
え
る
台

数
と
し
て
、
児
童
生
徒
分
・
教
員

分
・
予
備
器
分
を
含
め
全
体
で
１
，

０
４
０
台
程
度
は
必
要
。

問　
端
末
が
適
正
に
処
理
さ
れ
ず

に
不
法
投
棄
や
不
正
な
海
外
輸
出

等
の
社
会
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

や
、デ
ー
タ
消
去
が
適
切
に
実
施
さ

れ
ず
に
個
人
情
報
漏
洩
等
の
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
生
じ
て
は
い

け
な
い
。

　
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
認

識
と
取
り
組
み
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
廃
棄
す

る
端
末
に
つ
い
て
は
、小
型
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
、再
使
用
及

び
再
資
源
化
の
対
応
で
き
る
認
定

事
業
者
へ
の
委
託
を
行
っ
て
い
く
。

　
廃
棄
す
る
端
末
の
デ
ー
タ
は
、記

憶
媒
体
を
物
理
的
破
壊
に
よ
り
完

全
に
デ
ー
タ
削
除
を
行
う
。

　
再
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

専
用
ソ
フ
ト
を
用
い
て
デ
ー
タ
削

除
を
行
っ
た
う
え
で
使
用
し
て
い
き

た
い
。

　
ま
た
、委
託
業
者
か
ら
の
デ
ー
タ

削
除
証
明
書
の
取
得
も
検
討
す
る
。

 

不
審
な
訪
問
等
の
防
犯
に
つ
い
て

問　
町
内
で
手
当
た
り
次
第
に
訪

問
し
「
不
要
な
も
の
あ
り
ま
せ
ん

か
」「
一
緒
に
探
し
ま
し
ょ
う
か
」
な

ど
と
言
っ
て
家
に
上
が
り
こ
も
う

と
す
る
、不
審
な
業
者
が
い
る
と
聞

い
た
。

　
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
広
報

を
し
て
欲
し
い
。ま
た
防
災
無
線
で

呼
び
か
け
れ
ば
即
効
性
も
あ
る
の

で
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
こ
の
件
に
関

し
、
飯
塚
警
察
署
生
活
安
全
課
に

確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、近
隣
自
治
体

で
も
同
じ
よ
う
な
事
案
が
発
生
し

て
い
る
と
の
こ
と
。

　
警
察
か
ら
協
力
依
頼
も
受
け
た

の
で
、防
災
無
線
で
の
注
意
喚
起
を

呼
び
か
け
る
。ま
た
、
飯
塚
警
察
署

に
は
、
町
内
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化

を
依
頼
し
た
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設 

 

組
合（
県
央
）の
新
ご
み
処
理

 

施
設
の
建
設
に
つ
い
て

問　
２
０
２
４
年
、県
央
の
説
明
で

建
設
費
が
３
７
１
億
円
か
か
る
と

聞
き
、
驚
い
た
。桂
川
町
の
年
間
予

算
は
60
数
億
円
な
の
に
。

　
井
上
町
長
は
県
央
の
副
組
合
長

で
執
行
部
。林
議
員
と
下
川
議
員

は
県
央
の
議
員
と
し
て
桂
川
町
か

ら
出
ら
れ
て
い
る
。９
月
、桂
川
町
・

飯
塚
市
・
嘉
麻
市
の
県
央
の
審
議

に
参
加
し
て
い
な
い
議
員
に
対
す

る
説
明
会
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
説
明
で
、３
７
１
億
円
か
か

る
と
言
っ
て
い
た
建
設
費
が
４
４

５
億
円
と
増
加
し
た
。ま
た
、
20
年

間
の
運
営
費
を
含
め
る
と
、約
８
３

０
億
円
か
か
り
、さ
ら
に
は
土
地
取

得
費
・
既
存
施
設
解
体
費
が
必
要

と
説
明
が
あ
っ
た
。

　
県
央
の
執
行
部
で
あ
る
井
上
町

長
が
、８
０
０
億
円
を
超
え
る
こ
と

を
知
っ
た
の
は
、い
つ
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
色
々
な
情
報
が
飛

び
交
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。正
確
に

把
握
で
き
た
の
は
住
民
向
け
チ
ラ

シ
作
成
前
の
原
稿
内
容
に
つ
い
て

協
議
し
た
と
き
。

問　
市
の
財
政
が
も
た
な
い
と

言
っ
て
い
る
嘉
麻
市
・
飯
塚
市
の

議
員
も
い
る
。当
然
、
桂
川
町
も
厳

し
い
。

　
私
は「
大
型
ご
み
焼
き
場
だ
け
な

ら
要
ら
な
い
。資
源
再
生
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
ほ
し
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
観
点
が
必
要
」と
言
い

続
け
て
き
た
。

　
11
月
、ご
み
の
分
別
や
削
減
に
つ

い
て
県
央
に
尋
ね
る
と
、
県
央
は

「
そ
れ
は
市
や
町
が
行
う
こ
と
」
と

言
い
き
っ
た
。

　
ご
み
の
分
別
・
削
減
は
県
央
で

は
な
く
、町
・
市
の
責
任
な
の
か
。

答  （
町
長
） 

ご
み
処
理
の
業
務
そ

の
も
の
は
行
政（
市
・
町
）の
仕
事
、

管
理
・
運
営
は
県
央
の
仕
事
。つ

ま
り
、ご
み
を
搬
入
す
る
ま
で
の
手

立
て
は
市
・
町
の
責
任
、持
ち
込
ん

だ
ご
み
処
理
の
管
理
・
運
営
は
県

央
の
業
務
。

問
　
ご
み
は
分
け
れ
ば
資
源
。ご
み

の
分
別
・
削
減
を
徹
底
す
れ
ば
、

焼
く
ご
み
の
量
は
大
き
く
減
る
。そ

う
す
れ
ば
、８
０
０
億
円
を
超
え
る

大
型
ご
み
焼
き
場
も
必
要
な
い
。住

民
の
意
識
改
革
を
進
め
、ご
み
の
分

別
・
削
減
を
先
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
飯
塚
市
長
・
嘉
麻
市
長
と
話
し

合
い
、早
急
に
進
め
て
ほ
し
い
。こ
の

ま
ま
で
は
、後
世
に「
つ
け
」を
残
す
。

ぜ
ひ
と
も
進
め
て
ほ
し
い
。

答  （
町
長
）　
そ
の
つ
も
り
で
進
め

て
行
き
た
い
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備
事
業

 

に
つ
い
て

問　
王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備

事
業
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
桂
川
駅

周
辺
地
区
を
広
域
交
通
拠
点
と
し

て
の
機
能
を
高
め
、町
の
玄
関
口
と

し
て
の
賑
わ
い
を
感
じ
さ
せ
る
た
め

の
交
流
機
能
を
充
実
さ
せ
る
駅
周

辺
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
王
塚
古
墳
へ
至
る
道
路
は
道
路

環
境
整
備
の
遅
れ
に
よ
り
、地
域
資

源
が
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、

駐
車
場
を
利
用
す
る
車
両
の
生
活

道
路
へ
の
進
入
に
対
し
安
全
性
を

確
保
す
る
。

 

町
道
豆
田
瀬
戸
線
拡
張
計
画

 

に
つ
い
て

問
　
拡
張
計
画
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
町
の
玄

関
口
の
桂
川
駅
と
、国
の
特
別
史
跡

で
主
要
な
観
光
資
源
で
あ
る
王
塚

古
墳
を
結
ぶ
道
路
を
町
の
シ
ン
ボ

ル
ロ
ー
ド
と
し
て
整
備
し
、駅
周
辺

の
活
性
化
に
寄
与
し
た
い
。

 

町
長
の
専
決
処
分
の
委
任
指
定

 

に
つ
い
て

問
　
住
民
の
付
託
及
び
行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
の
た
め
に
協
議
が
必
要

で
は
。

答  （
町
長
）　
専
決
処
分
の
委
任

指
定
に
つ
い
て
課
題
を
抱
え
て
い

る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

　
そ
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
議
会

の
判
断
が
基
本
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
ど
の
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が
よ

い
の
か
、協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

 

桂
苑
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
対

 

す
る
井
上
町
長
の
認
識
に
つ
い
て

問
　
財
政
問
題（
今
後
に
発
生
す
る

費
用
）に
つ
い
て
の
検
討
は
。

答  （
町
長
）　
事
務
局
か
ら
提
案

さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
市
・
町
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。
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原
中
政
廣
議
員

◯
12
月
定
例
会
の
様
子
は

　

桂
川
町
H
P『
議
会
』で
、

　

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◯
3
月
定
例
会
予
定

  　
3
月
５
日
〜
3
月
21
日

  （
一
般
質
問
は
3
月
11
・12
日
）

つ
ぶ
や
き

　
桂
川
町
に
廃
棄
物
処
理
場
が
二
ヵ

所
建
設
さ
れ
る
そ
う
で
、
一
ヵ
所
は
、

九
郎
丸
区
に
あ
る
「
桂
苑
」
の
敷
地

内
に
「
ふ
く
お
か
県
央
施
設
組
合
（
桂

川
町
・
飯
塚
市
・
嘉
麻
市
）
が
建
設

を
予
定
し
て
い
る
一
般
家
庭
ご
み
等
の

焼
却
施
設
で
す
。

　
も
う
一
ヵ
所
は
、
吉
隈
三
区
内
に

建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
医
療
性
産

業
廃
棄
物
焼
却
処
理
施
設
で
、
九
州

各
地
か
ら
産
業
廃
棄
物
が
搬
入
さ
れ

る
そ
う
で
す
。

　
桂
川
町
で
は
弁
護
士
と
委
託
契
約

を
し
、
感
染
性
廃
棄
物
な
ど
の
産
業

廃
棄
物
の
処
理
場
建
設
に
は
反
対
す

る
と
、
井
上
町
長
が
表
明
さ
れ
ま
し

た
。
　
飯
塚
市
議
会
で
は
、
12
月
13
日
議

会
最
終
日
に
、
吉
隈
三
区
内
建
設
予

定
の
産
業
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
建
設

計
画
の
中
止
を
求
め
る
決
議
が
全
員
一

致
で
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
行
政
・
議
会
の
対
応
に

町
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
支
援
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

  　

  

原
中 

政
廣

 

認
定
こ
ど
も
園
及
び
用
地（
役
場

 

南
側
）の
現
状
に
つ
い
て

問　
来
年
度
以
降
の
取
り
組
み
は
。

答   （
町
長
）　
調
査
の
結
果
等
で
、

建
設
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

立
て
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面

を
並
行
し
て
進
め
る
。

問　
開
園
予
定
年
度
は
。

答  （
町
長
） 　
で
き
る
だ
け
急
ぎ

た
い
。

問　
近
隣
住
民
へ
の
説
明
は
。

答  （
町
長
）　
適
切
な
時
期
を
考

慮
し
て
説
明
会
を
開
き
た
い
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設

 

組
合
の
新
ご
み
処
理
施
設
建
設

 

の
進
捗
に
つ
い
て

問　
特
別
委
員
会
委
員
（
15
名
中

８
名
）の
連
名
に
よ
る
申
入
書
の
内

容
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
構
成
市

町
で
膨
大
な
事
業
費
に
対
す
る
検

討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
７
月
下

旬
予
定
の
公
募
を
中
止
す
る
よ
う

正
副
組
合
長
に
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

問　
桂
川
町
議
会
へ
の
報
告
は
。

答  （
町
長
）特
に
議
員
へ
の
報
告
は

し
て
い
な
い
が
、
行
政
報
告
は
し
て

き
た
。

問　
地
域
振
興
策
と
し
て
「
温
水

プ
ー
ル
や
温
浴
施
設
等
の
建
設
」

（
21
億
円
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出

て
き
た
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
昨
年
の

１
月
か
ら
２
月
に
か
け
、九
郎
丸
区

と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
区

長
・
副
区
長
及
び
婦
人
会
・
子
ど

も
会
指
導
者
・
老
人
ク
ラ
ブ
等
の

代
表
者
が
参
加
し
、「
プ
ー
ル
や
温

浴
施
設
等
が
あ
れ
ば
」と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
た
の
で
、町
と
し
て
検

討
し
提
案
し
た
。

問　
施
設
の
利
用
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
後
の
管
理
運
営
及
び
費

用
は
。

答  （
町
長
）　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
「
小
・
中
学
校
の
プ
ー
ル
」
や

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」と
の
関
係
は
。

答  （
町
長
） 　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
新
築
・
改
修
、開
設
延
期
等
を

桂
川
町
議
会
と
し
て
決
定
し
た
場
合

は
。

答  （
町
長
） 　
組
合
議
会
の
判
断

に
な
る
。

 

生
ご
み
を
自
宅
で
処
理
す
る

「
生
ご
み
処
理
器
　
キ
エ
ー
ロ
」の

 

取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
こ
と
ぶ
き
大
学
で
の
取
り
組

み
は
。

答  （
教
育
長
）　
検
討
に
値
す
る

と
思
う
。

 

桂
川
駅
構
内
の
環
境
改
善
に
つ
い
て

問　
駅
ホ
ー
ム
で
の
椅
子
の
増
設
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
鉄
道
管

理
者
と
設
置
の
協
議
を
し
た
い
。

 

A
E
D
の
研
修
状
況
に
つ
い
て

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
来
年
度
は
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
入
れ
替
え
時
に
な
る
の
で

実
技
講
習
を
実
施
す
る
予
定
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
職
員
の
定

年
延
長
と
役
職
定
年
に
つ
い
て
」は

未
掲
載

 

特
別
障
が
い
者
手
当
に
つ
い
て

問　
障
が
い
年
金
と
の
違
い
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
障

が
い
者
手
当
は
特
別
障
が
い
者
へ

の
負
担
軽
減
と
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
、
障
が
い
者
年
金
と
は
別
の

制
度
で
あ
り
、両
方
受
給
す
る
こ
と

は
可
能
。

問　
年
齢
制
限
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
20
歳
以

上
。

問　
代
理
人
申
請
の
可
否
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
可
能
。

問　
必
要
書
類
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
県
指
定

の
申
請
用
紙
・
医
師
の
診
断
書
・

所
得
状
況
届
・
預
金
口
座
届
・
障

が
い
者
手
帳
等
・
年
金
証
書
の
写
し
。

問　
支
給
額
と
方
法
は
。

 

幼
保
連
携
型
「
認
定
こ
ど
も
園
」

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
６

年
４
月
時
点
で
１
ヵ
月
２
８
，８
４

０
円
。支
給
方
法
は
、
毎
年
２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
指
定
口
座

に
振
り
込
む
。

 

歩
行
困
難
な
高
齢
者
の
移
動
手
段

 

に
つ
い
て

問　
福
祉
バ
ス
利
用
者
の
年
齢
別

人
数
は
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
年
齢
別

人
数
は
調
査
し
て
い
な
い
。利
用
者

総
数
は
令
和
５
年
度
４
８
，
２
７
２

人
。

問　
地
域
交
通
会
議
に
お
け
る
デ

マ
ン
ド
バ
ス
導
入
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
計
画

期
間
中
（
令
和
６
年
度
か
ら
10
年

度
）に
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

問　
歩
行
困
難
な
高
齢
者
へ
の
タ
ク

シ
ー
助
成
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
町
の
計

画
で
は
、
令
和
９
年
度
の
導
入
を
図

る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
建
て
替
え
建
設
が
持
ち
上
が
っ

た
経
緯
と
年
月
日
は
。

答  

（
保
険
環
境
課
長
）　
ふ
く
お

か
県
央
環
境
広
域
施
設
組
合
設
立

（
平
成
31
年
４
月
１
日
）
以
前
か
ら

協
議
が
さ
れ
て
き
た
と
把
握
は
し

て
い
る
が
、詳
細
な
年
月
日
は
承
知

し
て
い
な
い
。

問　
今
日
ま
で
の
協
議
回
数
と
審

議
内
容
は
。

 

幼
保
連
携
型「
認
定
こ
ど
も
園
」の

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
２
市
１

町
の
担
当
課
長
と
施
設
組
合
で
の

協
議
回
数
は
、
令
和
元
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
ま
で
計
31
回
で
、令
和

６
年
度
は
組
合
議
会
が
２
回
、
特

別
委
員
会
が
５
回
、
正
副
組
合
長

会
議
が
３
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
審
議
内
容
は
、
新
ご
み
処
理
施

設
建
設
に
関
す
る
事
業
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
施
設
整
備
計
画
等
に

関
す
る
こ
と
。

問　
現
時
点
に
お
け
る
建
設
総
額

は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
施
設
の

設
計
・
建
設
費
約
４
４
５
億
円
。

運
営
管
理
費（
20
年
間
）約
３
０
０

億
円
。そ
の
他
（
用
地
取
得
費
・
造

成
費
・
地
域
振
興
費
・
余
熱
利
用

施
設
整
備
費
）等
を
合
計
し
、
約
８

３
０
億
円
が
概
算
事
業
費
の
総
額

と
な
る
。

問　
町
民
へ
の
新
た
な
負
担
増
（
ご

み
袋
）の
有
無
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
住
民
へ
の

新
た
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に

取
り
組
む
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
大
将
陣
横

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」「
子
ど
も

家
庭
庁
と
子
ど
も
基
本
法
に
つ
い

て
」「
自
衛
隊
へ
の
対
象
者
名
簿
の

写
し
提
供
に
つ
い
て
」「
紙
の
健
康
保

険
証
廃
止
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
の
更
新

 

に
つ
い
て

問　
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
は

全
国
で
９
５
０
万
台
。今
後
、
こ
れ

ら
の
端
末
が
順
次
更
新
時
期
を
迎

え
て
い
く
。

　
来
年
度
以
降
、
新
端
末
に
買
い

替
え
が
必
要
な
台
数
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
は
、
現
在
１
，０
５
１
台
を

所
有
し
て
い
る
。

　
来
年
度
以
降
で
買
い
替
え
る
台

数
と
し
て
、
児
童
生
徒
分
・
教
員

分
・
予
備
器
分
を
含
め
全
体
で
１
，

０
４
０
台
程
度
は
必
要
。

問　
端
末
が
適
正
に
処
理
さ
れ
ず

に
不
法
投
棄
や
不
正
な
海
外
輸
出

等
の
社
会
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

や
、デ
ー
タ
消
去
が
適
切
に
実
施
さ

れ
ず
に
個
人
情
報
漏
洩
等
の
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
生
じ
て
は
い

け
な
い
。

　
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
認

識
と
取
り
組
み
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
廃
棄
す

る
端
末
に
つ
い
て
は
、小
型
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
、再
使
用
及

び
再
資
源
化
の
対
応
で
き
る
認
定

事
業
者
へ
の
委
託
を
行
っ
て
い
く
。

　
廃
棄
す
る
端
末
の
デ
ー
タ
は
、記

憶
媒
体
を
物
理
的
破
壊
に
よ
り
完

全
に
デ
ー
タ
削
除
を
行
う
。

　
再
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

専
用
ソ
フ
ト
を
用
い
て
デ
ー
タ
削

除
を
行
っ
た
う
え
で
使
用
し
て
い
き

た
い
。

　
ま
た
、委
託
業
者
か
ら
の
デ
ー
タ

削
除
証
明
書
の
取
得
も
検
討
す
る
。

 

不
審
な
訪
問
等
の
防
犯
に
つ
い
て

問　
町
内
で
手
当
た
り
次
第
に
訪

問
し
「
不
要
な
も
の
あ
り
ま
せ
ん

か
」「
一
緒
に
探
し
ま
し
ょ
う
か
」
な

ど
と
言
っ
て
家
に
上
が
り
こ
も
う

と
す
る
、不
審
な
業
者
が
い
る
と
聞

い
た
。

　
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
広
報

を
し
て
欲
し
い
。ま
た
防
災
無
線
で

呼
び
か
け
れ
ば
即
効
性
も
あ
る
の

で
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
こ
の
件
に
関

し
、
飯
塚
警
察
署
生
活
安
全
課
に

確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、近
隣
自
治
体

で
も
同
じ
よ
う
な
事
案
が
発
生
し

て
い
る
と
の
こ
と
。

　
警
察
か
ら
協
力
依
頼
も
受
け
た

の
で
、防
災
無
線
で
の
注
意
喚
起
を

呼
び
か
け
る
。ま
た
、
飯
塚
警
察
署

に
は
、
町
内
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化

を
依
頼
し
た
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設 

 

組
合（
県
央
）の
新
ご
み
処
理

 

施
設
の
建
設
に
つ
い
て

問　
２
０
２
４
年
、県
央
の
説
明
で

建
設
費
が
３
７
１
億
円
か
か
る
と

聞
き
、
驚
い
た
。桂
川
町
の
年
間
予

算
は
60
数
億
円
な
の
に
。

　
井
上
町
長
は
県
央
の
副
組
合
長

で
執
行
部
。林
議
員
と
下
川
議
員

は
県
央
の
議
員
と
し
て
桂
川
町
か

ら
出
ら
れ
て
い
る
。９
月
、桂
川
町
・

飯
塚
市
・
嘉
麻
市
の
県
央
の
審
議

に
参
加
し
て
い
な
い
議
員
に
対
す

る
説
明
会
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
説
明
で
、３
７
１
億
円
か
か

る
と
言
っ
て
い
た
建
設
費
が
４
４

５
億
円
と
増
加
し
た
。ま
た
、
20
年

間
の
運
営
費
を
含
め
る
と
、約
８
３

０
億
円
か
か
り
、さ
ら
に
は
土
地
取

得
費
・
既
存
施
設
解
体
費
が
必
要

と
説
明
が
あ
っ
た
。

　
県
央
の
執
行
部
で
あ
る
井
上
町

長
が
、８
０
０
億
円
を
超
え
る
こ
と

を
知
っ
た
の
は
、い
つ
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
色
々
な
情
報
が
飛

び
交
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。正
確
に

把
握
で
き
た
の
は
住
民
向
け
チ
ラ

シ
作
成
前
の
原
稿
内
容
に
つ
い
て

協
議
し
た
と
き
。

問　
市
の
財
政
が
も
た
な
い
と

言
っ
て
い
る
嘉
麻
市
・
飯
塚
市
の

議
員
も
い
る
。当
然
、
桂
川
町
も
厳

し
い
。

　
私
は「
大
型
ご
み
焼
き
場
だ
け
な

ら
要
ら
な
い
。資
源
再
生
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
ほ
し
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
観
点
が
必
要
」と
言
い

続
け
て
き
た
。

　
11
月
、ご
み
の
分
別
や
削
減
に
つ

い
て
県
央
に
尋
ね
る
と
、
県
央
は

「
そ
れ
は
市
や
町
が
行
う
こ
と
」
と

言
い
き
っ
た
。

　
ご
み
の
分
別
・
削
減
は
県
央
で

は
な
く
、町
・
市
の
責
任
な
の
か
。

答  （
町
長
） 

ご
み
処
理
の
業
務
そ

の
も
の
は
行
政（
市
・
町
）の
仕
事
、

管
理
・
運
営
は
県
央
の
仕
事
。つ

ま
り
、ご
み
を
搬
入
す
る
ま
で
の
手

立
て
は
市
・
町
の
責
任
、持
ち
込
ん

だ
ご
み
処
理
の
管
理
・
運
営
は
県

央
の
業
務
。

問
　
ご
み
は
分
け
れ
ば
資
源
。ご
み

の
分
別
・
削
減
を
徹
底
す
れ
ば
、

焼
く
ご
み
の
量
は
大
き
く
減
る
。そ

う
す
れ
ば
、８
０
０
億
円
を
超
え
る

大
型
ご
み
焼
き
場
も
必
要
な
い
。住

民
の
意
識
改
革
を
進
め
、ご
み
の
分

別
・
削
減
を
先
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
飯
塚
市
長
・
嘉
麻
市
長
と
話
し

合
い
、早
急
に
進
め
て
ほ
し
い
。こ
の

ま
ま
で
は
、後
世
に「
つ
け
」を
残
す
。

ぜ
ひ
と
も
進
め
て
ほ
し
い
。

答  （
町
長
）　
そ
の
つ
も
り
で
進
め

て
行
き
た
い
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備
事
業

 

に
つ
い
て

問　
王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備

事
業
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
桂
川
駅

周
辺
地
区
を
広
域
交
通
拠
点
と
し

て
の
機
能
を
高
め
、町
の
玄
関
口
と

し
て
の
賑
わ
い
を
感
じ
さ
せ
る
た
め

の
交
流
機
能
を
充
実
さ
せ
る
駅
周

辺
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
王
塚
古
墳
へ
至
る
道
路
は
道
路

環
境
整
備
の
遅
れ
に
よ
り
、地
域
資

源
が
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、

駐
車
場
を
利
用
す
る
車
両
の
生
活

道
路
へ
の
進
入
に
対
し
安
全
性
を

確
保
す
る
。

 
町
道
豆
田
瀬
戸
線
拡
張
計
画

 

に
つ
い
て

問
　
拡
張
計
画
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
町
の
玄

関
口
の
桂
川
駅
と
、国
の
特
別
史
跡

で
主
要
な
観
光
資
源
で
あ
る
王
塚

古
墳
を
結
ぶ
道
路
を
町
の
シ
ン
ボ

ル
ロ
ー
ド
と
し
て
整
備
し
、駅
周
辺

の
活
性
化
に
寄
与
し
た
い
。

 

町
長
の
専
決
処
分
の
委
任
指
定

 

に
つ
い
て

問
　
住
民
の
付
託
及
び
行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
の
た
め
に
協
議
が
必
要

で
は
。

答  （
町
長
）　
専
決
処
分
の
委
任

指
定
に
つ
い
て
課
題
を
抱
え
て
い

る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

　
そ
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
議
会

の
判
断
が
基
本
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
ど
の
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が
よ

い
の
か
、協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

 

桂
苑
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
対

 

す
る
井
上
町
長
の
認
識
に
つ
い
て

問
　
財
政
問
題（
今
後
に
発
生
す
る

費
用
）に
つ
い
て
の
検
討
は
。

答  （
町
長
）　
事
務
局
か
ら
提
案

さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
市
・
町
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。

- 5 -
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12月定例会
議案等の審査結果

 

認
定
こ
ど
も
園
及
び
用
地（
役
場

 

南
側
）の
現
状
に
つ
い
て

問　
来
年
度
以
降
の
取
り
組
み
は
。

答   （
町
長
）　
調
査
の
結
果
等
で
、

建
設
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

立
て
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
の
両
面

を
並
行
し
て
進
め
る
。

問　
開
園
予
定
年
度
は
。

答  （
町
長
） 　
で
き
る
だ
け
急
ぎ

た
い
。

問　
近
隣
住
民
へ
の
説
明
は
。

答  （
町
長
）　
適
切
な
時
期
を
考

慮
し
て
説
明
会
を
開
き
た
い
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設

 

組
合
の
新
ご
み
処
理
施
設
建
設

 

の
進
捗
に
つ
い
て

問　
特
別
委
員
会
委
員
（
15
名
中

８
名
）の
連
名
に
よ
る
申
入
書
の
内

容
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
構
成
市

町
で
膨
大
な
事
業
費
に
対
す
る
検

討
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
７
月
下

旬
予
定
の
公
募
を
中
止
す
る
よ
う

正
副
組
合
長
に
申
入
れ
が
あ
っ
た
。

問　
桂
川
町
議
会
へ
の
報
告
は
。

答  （
町
長
）特
に
議
員
へ
の
報
告
は

し
て
い
な
い
が
、
行
政
報
告
は
し
て

き
た
。

問　
地
域
振
興
策
と
し
て
「
温
水

プ
ー
ル
や
温
浴
施
設
等
の
建
設
」

（
21
億
円
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出

て
き
た
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
昨
年
の

１
月
か
ら
２
月
に
か
け
、九
郎
丸
区

と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
、
区

長
・
副
区
長
及
び
婦
人
会
・
子
ど

も
会
指
導
者
・
老
人
ク
ラ
ブ
等
の

代
表
者
が
参
加
し
、「
プ
ー
ル
や
温

浴
施
設
等
が
あ
れ
ば
」と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
た
の
で
、町
と
し
て
検

討
し
提
案
し
た
。

問　
施
設
の
利
用
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
後
の
管
理
運
営
及
び
費

用
は
。

答  （
町
長
）　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
「
小
・
中
学
校
の
プ
ー
ル
」
や

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」と
の
関
係
は
。

答  （
町
長
） 　
現
時
点
で
回
答
で

き
る
こ
と
は
な
い
。

問　
新
築
・
改
修
、開
設
延
期
等
を

桂
川
町
議
会
と
し
て
決
定
し
た
場
合

は
。

答  （
町
長
） 　
組
合
議
会
の
判
断

に
な
る
。

 

生
ご
み
を
自
宅
で
処
理
す
る

「
生
ご
み
処
理
器
　
キ
エ
ー
ロ
」の

 

取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
こ
と
ぶ
き
大
学
で
の
取
り
組

み
は
。

答  （
教
育
長
）　
検
討
に
値
す
る

と
思
う
。

 

桂
川
駅
構
内
の
環
境
改
善
に
つ
い
て

問　
駅
ホ
ー
ム
で
の
椅
子
の
増
設
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
鉄
道
管

理
者
と
設
置
の
協
議
を
し
た
い
。

 

A
E
D
の
研
修
状
況
に
つ
い
て

問　
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
来
年
度
は
Ａ

Ｅ
Ｄ
の
入
れ
替
え
時
に
な
る
の
で

実
技
講
習
を
実
施
す
る
予
定
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
職
員
の
定

年
延
長
と
役
職
定
年
に
つ
い
て
」は

未
掲
載

 

特
別
障
が
い
者
手
当
に
つ
い
て

問　
障
が
い
年
金
と
の
違
い
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
特
別
障

が
い
者
手
当
は
特
別
障
が
い
者
へ

の
負
担
軽
減
と
し
て
支
給
さ
れ
る

も
の
で
、
障
が
い
者
年
金
と
は
別
の

制
度
で
あ
り
、両
方
受
給
す
る
こ
と

は
可
能
。

問　
年
齢
制
限
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
20
歳
以

上
。

問　
代
理
人
申
請
の
可
否
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
可
能
。

問　
必
要
書
類
は
。

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
県
指
定

の
申
請
用
紙
・
医
師
の
診
断
書
・

所
得
状
況
届
・
預
金
口
座
届
・
障

が
い
者
手
帳
等
・
年
金
証
書
の
写
し
。

問　
支
給
額
と
方
法
は
。

 

幼
保
連
携
型
「
認
定
こ
ど
も
園
」

答  （
健
康
福
祉
課
長
）　
令
和
６

年
４
月
時
点
で
１
ヵ
月
２
８
，８
４

０
円
。支
給
方
法
は
、
毎
年
２
月
・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
指
定
口
座

に
振
り
込
む
。

 

歩
行
困
難
な
高
齢
者
の
移
動
手
段

 

に
つ
い
て

問　
福
祉
バ
ス
利
用
者
の
年
齢
別

人
数
は
。

答  

（
健
康
福
祉
課
長
）　
年
齢
別

人
数
は
調
査
し
て
い
な
い
。利
用
者

総
数
は
令
和
５
年
度
４
８
，
２
７
２

人
。

問　
地
域
交
通
会
議
に
お
け
る
デ

マ
ン
ド
バ
ス
導
入
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
計
画

期
間
中
（
令
和
６
年
度
か
ら
10
年

度
）に
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

問　
歩
行
困
難
な
高
齢
者
へ
の
タ
ク

シ
ー
助
成
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
町
の
計

画
で
は
、
令
和
９
年
度
の
導
入
を
図

る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

 

ご
み
処
理
施
設
建
設
に
つ
い
て

問　
建
て
替
え
建
設
が
持
ち
上
が
っ

た
経
緯
と
年
月
日
は
。

答  

（
保
険
環
境
課
長
）　
ふ
く
お

か
県
央
環
境
広
域
施
設
組
合
設
立

（
平
成
31
年
４
月
１
日
）
以
前
か
ら

協
議
が
さ
れ
て
き
た
と
把
握
は
し

て
い
る
が
、詳
細
な
年
月
日
は
承
知

し
て
い
な
い
。

問　
今
日
ま
で
の
協
議
回
数
と
審

議
内
容
は
。

 
幼
保
連
携
型「
認
定
こ
ど
も
園
」の

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
２
市
１

町
の
担
当
課
長
と
施
設
組
合
で
の

協
議
回
数
は
、
令
和
元
年
度
か
ら

令
和
６
年
度
ま
で
計
31
回
で
、令
和

６
年
度
は
組
合
議
会
が
２
回
、
特

別
委
員
会
が
５
回
、
正
副
組
合
長

会
議
が
３
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
審
議
内
容
は
、
新
ご
み
処
理
施

設
建
設
に
関
す
る
事
業
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
施
設
整
備
計
画
等
に

関
す
る
こ
と
。

問　
現
時
点
に
お
け
る
建
設
総
額

は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
施
設
の

設
計
・
建
設
費
約
４
４
５
億
円
。

運
営
管
理
費（
20
年
間
）約
３
０
０

億
円
。そ
の
他
（
用
地
取
得
費
・
造

成
費
・
地
域
振
興
費
・
余
熱
利
用

施
設
整
備
費
）等
を
合
計
し
、
約
８

３
０
億
円
が
概
算
事
業
費
の
総
額

と
な
る
。

問　
町
民
へ
の
新
た
な
負
担
増
（
ご

み
袋
）の
有
無
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
住
民
へ
の

新
た
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
に

取
り
組
む
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め「
大
将
陣
横

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
」「
子
ど
も

家
庭
庁
と
子
ど
も
基
本
法
に
つ
い

て
」「
自
衛
隊
へ
の
対
象
者
名
簿
の

写
し
提
供
に
つ
い
て
」「
紙
の
健
康
保

険
証
廃
止
に
つ
い
て
」は
未
掲
載

 

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
の
更
新

 

に
つ
い
て

問　
G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
端
末
は

全
国
で
９
５
０
万
台
。今
後
、
こ
れ

ら
の
端
末
が
順
次
更
新
時
期
を
迎

え
て
い
く
。

　
来
年
度
以
降
、
新
端
末
に
買
い

替
え
が
必
要
な
台
数
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
は
、
現
在
１
，０
５
１
台
を

所
有
し
て
い
る
。

　
来
年
度
以
降
で
買
い
替
え
る
台

数
と
し
て
、
児
童
生
徒
分
・
教
員

分
・
予
備
器
分
を
含
め
全
体
で
１
，

０
４
０
台
程
度
は
必
要
。

問　
端
末
が
適
正
に
処
理
さ
れ
ず

に
不
法
投
棄
や
不
正
な
海
外
輸
出

等
の
社
会
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

や
、デ
ー
タ
消
去
が
適
切
に
実
施
さ

れ
ず
に
個
人
情
報
漏
洩
等
の
責
任

を
問
わ
れ
る
こ
と
が
生
じ
て
は
い

け
な
い
。

　
小
型
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
認

識
と
取
り
組
み
は
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
廃
棄
す

る
端
末
に
つ
い
て
は
、小
型
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
き
、再
使
用
及

び
再
資
源
化
の
対
応
で
き
る
認
定

事
業
者
へ
の
委
託
を
行
っ
て
い
く
。

　
廃
棄
す
る
端
末
の
デ
ー
タ
は
、記

憶
媒
体
を
物
理
的
破
壊
に
よ
り
完

全
に
デ
ー
タ
削
除
を
行
う
。

　
再
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

専
用
ソ
フ
ト
を
用
い
て
デ
ー
タ
削

除
を
行
っ
た
う
え
で
使
用
し
て
い
き

た
い
。

　
ま
た
、委
託
業
者
か
ら
の
デ
ー
タ

削
除
証
明
書
の
取
得
も
検
討
す
る
。

 

不
審
な
訪
問
等
の
防
犯
に
つ
い
て

問　
町
内
で
手
当
た
り
次
第
に
訪

問
し
「
不
要
な
も
の
あ
り
ま
せ
ん

か
」「
一
緒
に
探
し
ま
し
ょ
う
か
」
な

ど
と
言
っ
て
家
に
上
が
り
こ
も
う

と
す
る
、不
審
な
業
者
が
い
る
と
聞

い
た
。

　
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
広
報

を
し
て
欲
し
い
。ま
た
防
災
無
線
で

呼
び
か
け
れ
ば
即
効
性
も
あ
る
の

で
は
。

答  （
総
務
課
長
）　
こ
の
件
に
関

し
、
飯
塚
警
察
署
生
活
安
全
課
に

確
認
を
し
た
と
こ
ろ
、近
隣
自
治
体

で
も
同
じ
よ
う
な
事
案
が
発
生
し

て
い
る
と
の
こ
と
。

　
警
察
か
ら
協
力
依
頼
も
受
け
た

の
で
、防
災
無
線
で
の
注
意
喚
起
を

呼
び
か
け
る
。ま
た
、
飯
塚
警
察
署

に
は
、
町
内
で
の
パ
ト
ロ
ー
ル
強
化

を
依
頼
し
た
。

 

ふ
く
お
か
県
央
環
境
広
域
施
設 

 

組
合（
県
央
）の
新
ご
み
処
理

 

施
設
の
建
設
に
つ
い
て

問　
２
０
２
４
年
、県
央
の
説
明
で

建
設
費
が
３
７
１
億
円
か
か
る
と

聞
き
、
驚
い
た
。桂
川
町
の
年
間
予

算
は
60
数
億
円
な
の
に
。

　
井
上
町
長
は
県
央
の
副
組
合
長

で
執
行
部
。林
議
員
と
下
川
議
員

は
県
央
の
議
員
と
し
て
桂
川
町
か

ら
出
ら
れ
て
い
る
。９
月
、桂
川
町
・

飯
塚
市
・
嘉
麻
市
の
県
央
の
審
議

に
参
加
し
て
い
な
い
議
員
に
対
す

る
説
明
会
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
説
明
で
、３
７
１
億
円
か
か

る
と
言
っ
て
い
た
建
設
費
が
４
４

５
億
円
と
増
加
し
た
。ま
た
、
20
年

間
の
運
営
費
を
含
め
る
と
、約
８
３

０
億
円
か
か
り
、さ
ら
に
は
土
地
取

得
費
・
既
存
施
設
解
体
費
が
必
要

と
説
明
が
あ
っ
た
。

　
県
央
の
執
行
部
で
あ
る
井
上
町

長
が
、８
０
０
億
円
を
超
え
る
こ
と

を
知
っ
た
の
は
、い
つ
な
の
か
。

答  （
町
長
）　
色
々
な
情
報
が
飛

び
交
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。正
確
に

把
握
で
き
た
の
は
住
民
向
け
チ
ラ

シ
作
成
前
の
原
稿
内
容
に
つ
い
て

協
議
し
た
と
き
。

問　
市
の
財
政
が
も
た
な
い
と

言
っ
て
い
る
嘉
麻
市
・
飯
塚
市
の

議
員
も
い
る
。当
然
、
桂
川
町
も
厳

し
い
。

　
私
は「
大
型
ご
み
焼
き
場
だ
け
な

ら
要
ら
な
い
。資
源
再
生
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
ほ
し
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
観
点
が
必
要
」と
言
い

続
け
て
き
た
。

　
11
月
、ご
み
の
分
別
や
削
減
に
つ

い
て
県
央
に
尋
ね
る
と
、
県
央
は

「
そ
れ
は
市
や
町
が
行
う
こ
と
」
と

言
い
き
っ
た
。

　
ご
み
の
分
別
・
削
減
は
県
央
で

は
な
く
、町
・
市
の
責
任
な
の
か
。

答  （
町
長
） 

ご
み
処
理
の
業
務
そ

の
も
の
は
行
政（
市
・
町
）の
仕
事
、

管
理
・
運
営
は
県
央
の
仕
事
。つ

ま
り
、ご
み
を
搬
入
す
る
ま
で
の
手

立
て
は
市
・
町
の
責
任
、持
ち
込
ん

だ
ご
み
処
理
の
管
理
・
運
営
は
県

央
の
業
務
。

問
　
ご
み
は
分
け
れ
ば
資
源
。ご
み

の
分
別
・
削
減
を
徹
底
す
れ
ば
、

焼
く
ご
み
の
量
は
大
き
く
減
る
。そ

う
す
れ
ば
、８
０
０
億
円
を
超
え
る

大
型
ご
み
焼
き
場
も
必
要
な
い
。住

民
の
意
識
改
革
を
進
め
、ご
み
の
分

別
・
削
減
を
先
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
飯
塚
市
長
・
嘉
麻
市
長
と
話
し

合
い
、早
急
に
進
め
て
ほ
し
い
。こ
の

ま
ま
で
は
、後
世
に「
つ
け
」を
残
す
。

ぜ
ひ
と
も
進
め
て
ほ
し
い
。

答  （
町
長
）　
そ
の
つ
も
り
で
進
め

て
行
き
た
い
。

※

文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

 

王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備
事
業

 

に
つ
い
て

問　
王
塚
古
墳
へ
の
誘
導
路
整
備

事
業
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
桂
川
駅

周
辺
地
区
を
広
域
交
通
拠
点
と
し

て
の
機
能
を
高
め
、町
の
玄
関
口
と

し
て
の
賑
わ
い
を
感
じ
さ
せ
る
た
め

の
交
流
機
能
を
充
実
さ
せ
る
駅
周

辺
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

　
王
塚
古
墳
へ
至
る
道
路
は
道
路

環
境
整
備
の
遅
れ
に
よ
り
、地
域
資

源
が
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、

駐
車
場
を
利
用
す
る
車
両
の
生
活

道
路
へ
の
進
入
に
対
し
安
全
性
を

確
保
す
る
。

 

町
道
豆
田
瀬
戸
線
拡
張
計
画

 

に
つ
い
て

問
　
拡
張
計
画
の
目
的
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
町
の
玄

関
口
の
桂
川
駅
と
、国
の
特
別
史
跡

で
主
要
な
観
光
資
源
で
あ
る
王
塚

古
墳
を
結
ぶ
道
路
を
町
の
シ
ン
ボ

ル
ロ
ー
ド
と
し
て
整
備
し
、駅
周
辺

の
活
性
化
に
寄
与
し
た
い
。

 

町
長
の
専
決
処
分
の
委
任
指
定

 

に
つ
い
て

問
　
住
民
の
付
託
及
び
行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
の
た
め
に
協
議
が
必
要

で
は
。

答  （
町
長
）　
専
決
処
分
の
委
任

指
定
に
つ
い
て
課
題
を
抱
え
て
い

る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

　
そ
の
範
囲
等
に
つ
い
て
は
議
会

の
判
断
が
基
本
に
な
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　
ど
の
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が
よ

い
の
か
、協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

 

桂
苑
ご
み
処
理
施
設
建
設
に
対

 

す
る
井
上
町
長
の
認
識
に
つ
い
て

問
　
財
政
問
題（
今
後
に
発
生
す
る

費
用
）に
つ
い
て
の
検
討
は
。

答  （
町
長
）　
事
務
局
か
ら
提
案

さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
市
・
町
で
検
討
さ
れ
て
い
る
と

思
う
。
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無　記　名　投　票

無　記　名　投　票

桂川町教育委員会教育長の任命について

桂川町教育委員会委員の任命について

桂川町重度障がい者医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

令和６年度桂川町一般会計補正予算（専決第３号）について

令和６年度桂川町一般会計補正予算（専決第４号）について

桂川町都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条

例の制定について

損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について

動産（教師用教科書及び教師用指導書）の買い入れについて

桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

桂川町会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例の制定について

令和６年度桂川町一般会計補正予算（第３号）について

令和６年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について

令和６年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について

令和６年度桂川町水道事業会計補正予算（第３号）について

同意第 3 号

同意第 4 号

承認第16号

承認第17号

承認第18号

議案第32号

議案第33号

議案第34号

議案第35号

議案第36号

議案第37号

議案第38号

議案第39号

議案第40号

同 意

同 意

承 認

承 認

承 認

可 決

可 決

可 決

可 決

可 決

可 決

可 決

可 決

可 決

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯


